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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面及び背面を含む６つの面を備えた直方体形状の且つ食品入り密封袋を収容するため
の紙製の外装箱において、
　前記外装箱を第１、第２のハーフに二分割することのできる弱化線と、
　前記第１のハーフ又は第２のハーフの開口に対抗する端面から離間した位置で全周に亘
って延びる周囲折り線と、
　前記正面及び前記背面における前記周囲折り線の各端から所定距離内方に位置する前記
周囲折り線上の第１の点と、前記端面の各角部とを結ぶ合計４本の仮想傾斜直線で折り目
が形成されるのを誘導する折り目形成誘導手段と、
　前記弱化線を切断して前記第１、第２のハーフを形成したときに前記周囲折り線が形成
されているハーフの開口を幅方向に拡大させるために前記第１の点を通る垂線が前記弱化
線と交差する点よりも前記外装箱の前記正面及び背面における幅方向内方に位置する前記
弱化線上の点から前記周囲折れ線に向けて延びる第１の折り線とを有していることを特徴
とする食品入り密封袋を収容するための紙製の外装箱。
【請求項２】
　正面及び背面を含む６つの面を備えた直方体形状の且つ食品入り密封袋を収容するため
の紙製の外装箱において、
　前記外装箱を第１、第２のハーフに二分割することのできる弱化線と、
　前記第１のハーフ又は第２のハーフの開口に対抗する端面から離間した位置で全周に亘
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って延びる周囲折り線と、
　前記正面及び前記背面における前記周囲折り線の各端から所定距離内方に位置する前記
周囲折り線上の第１の点と、前記端面の各角部とを結ぶ合計４本の仮想傾斜直線で折り目
が形成されるのを誘導する折り目形成誘導手段と、
　前記弱化線を切断して前記第１、第２のハーフを形成したときに前記周囲折り線が形成
されているハーフの開口を幅方向に拡大させるために前記第１の点を通る垂線が前記弱化
線と交差する点よりも前記外装箱の前記正面及び背面における幅方向内方に位置する前記
弱化線上の点と前記第１の点との間に折り目を形成する第２の折り線とを有することを特
徴とする食品入り密封袋を収容するための紙製の外装箱。
【請求項３】
　正面及び背面を含む６つの面を備えた直方体形状の且つ食品入り密封袋を収容するため
の紙製の外装箱において、
　前記外装箱を第１、第２のハーフに二分割することのできる弱化線と、
　前記第１のハーフ又は第２のハーフの開口に対抗する端面から離間した位置で全周に亘
って延びる周囲折り線と、
　前記正面及び前記背面における前記周囲折り線の各端から所定距離内方に位置する前記
周囲折り線上の第１の点と、前記端面の各角部とを結ぶ合計４本の仮想傾斜直線で折り目
が形成されるのを誘導する折り目形成誘導手段と、
　前記弱化線を切断して前記第１、第２のハーフを形成したときに前記周囲折り線が形成
されているハーフの開口を幅方向に拡大させるために前記第１の点を通る垂線が前記弱化
線と交差する点よりも前記外装箱の前記正面及び背面における幅方向外方に且つ前記外装
箱の前記正面及び前記背面の前記弱化線の端よりも内方に位置する前記弱化線上の点と前
記第１の点との間に折り目を形成する第３の折り線とを有していることを特徴とする食品
入り密封袋を収容するための紙製の外装箱。
【請求項４】
　正面及び背面を含む６つの面を備えた直方体形状の且つ食品入り密封袋を収容するため
の紙製の外装箱において、
　前記外装箱を第１、第２のハーフに二分割することのできる弱化線と、
　前記第１のハーフ又は第２のハーフの開口に対抗する端面から離間した位置で全周に亘
って延びる周囲折り線と、
　前記正面及び前記背面における前記周囲折り線の各端から所定距離内方に位置する前記
周囲折り線上の第１の点と、前記端面の各角部とを結ぶ合計４本の仮想傾斜直線で折り目
が形成されるのを誘導する折り目形成誘導手段と、
　前記弱化線を切断して前記第１、第２のハーフを形成したときに前記周囲折り線が形成
されているハーフの開口を幅方向に拡大させるために前記第１の点を通る垂線が前記弱化
線と交差する点と前記第１の点との間に亘って延び且つ前記正面及び前記背面において幅
方向内方側と外方側に向けて湾曲した第１、第２の曲線の折り目を形成する第４、第５の
折り線とを有していることを特徴とする食品入り密封袋を収容するための紙製の外装箱。
【請求項５】
　正面及び背面を含む６つの面を備えた直方体形状の且つ食品入り密封袋を収容するため
の紙製の外装箱において、
　前記外装箱を第１、第２のハーフに二分割することのできる弱化線と、
　前記第１のハーフ又は第２のハーフの開口に対抗する端面から離間した位置で全周に亘
って延びる周囲折り線と、
　前記正面及び前記背面における前記周囲折り線の各端から所定距離内方に位置する前記
周囲折り線上の第１の点と、前記端面の各角部とを結ぶ合計４本の仮想傾斜直線で折り目
が形成されるのを誘導する折り目形成誘導手段と、
　前記弱化線を切断して前記第１、第２のハーフを形成したときに前記周囲折り線が形成
されているハーフの開口を幅方向に拡大させるために前記第１の点を通る前記弱化線の垂
線上に形成され且つ前記第１の点から前記弱化線に向けて延びる第６の折り線と、
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　該第６の折り線が前記第１の点から前記弱化線に向かう途中で分岐して、前記第１の点
を通る垂線が前記弱化線と交差する点よりも前記外装箱の前記正面及び前記背面において
幅方向内方側と外方側の弱化線上の２つの点に、夫々、達する第１、第２の分岐折り線と
を有していることを特徴とする食品入り密封袋を収容するための紙製の外装箱。
【請求項６】
　前記折り目形成誘導手段が折り線、弱化線又は切断線で構成され、
　該折り線、弱化線又は切断線が、前記交点から前記端面に延びる垂線と、前記正面及び
前記背面における前記周囲折り線の前記交点から各端に至る外側の折り線部分とで囲まれ
た四角形の角隅領域に設けられている、請求項１～５のいずれか一項に記載の紙製の外装
箱。
【請求項７】
　前記正面及び前記背面における前記周囲折り線において、前記第１の点から前記周囲折
り線の各端に至る外側の折り線部分が、前記端面に対して平行に延びている、請求項１～
６のいずれか一項に記載の紙製の外装箱。
【請求項８】
　正面及び背面を含む６つの面を備えた直方体形状の且つ食品入り密封袋を収容するため
の紙製の外装箱において、
　前記外装箱を第１、第２のハーフに二分割することのできる弱化線と、
　前記第１のハーフ又は第２のハーフの開口に対抗する端面から離間した位置で全周に亘
って延びる周囲折り線と、
　前記正面及び前記背面における前記周囲折り線の各端から所定距離内方に位置する点と
、
　前記端面の各角部とを結ぶ合計４本の曲線からなる弱化線又は切断線とを有することを
特徴とする食品入り密封袋を収容するための紙製の外装箱。
【請求項９】
　前記密封袋がレトルトパウチであり、
　該レトルトパウチがマイクロ波透過性の材料で構成されている、請求項１～８のいずれ
か一項に記載の食品入り密封袋を収容するための紙製の外装箱。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は食品入り密封袋を収容するための紙製の外装箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　殺菌技術の進展により長期に保存可能な袋詰めの調理済み食品が出現している。これに
加えて電子レンジの普及に伴い電子レンジで温めるだけで手軽に喫食できる食品が数多く
販売されている。この種の食品として調理済みカレー、シチュー、パスタソースなどを例
示することができ、その典型例がレトルト食品である。レトルト食品はレトルトパウチに
収容され、密封したレトルトパウチを紙製の外装箱に入れた状態で販売されている。
【０００３】
　レトルト食品を喫食するために電子レンジを使って加温するときに２つの方法が知られ
ている。第１の方法は、外装箱から取り出したパウチを開封して内容物を皿に移し替え、
そして、この皿の上にラップをかけて電子レンジで加熱する方法である。第２の方法は、
外装箱からレトルトパウチを取り出し、そして、レトルトパウチを電子レンジで加熱した
後にレンジパウチから内容物つまり食品を皿などの食器に移し替えて喫食する方法である
。
【０００４】
　第２の方法にあっては、食品を密封したパウチを電子レンジで加熱したときにパウチ内
部の圧力が上昇して破裂する虞がある。このため、レトルトパウチには、その内圧が一定
以上の圧力になったときに例えば一つの角部のシールが剥離して圧力をリリーフする等、
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様々な工夫が施されている（特許文献１）。しかしながら、レトルトパウチを横にした状
態で電子レンジで加熱すると、内圧のリリーフと一緒にレトルトパウチから内容物が外部
に漏れ出す可能性がある。このことから、レトルトパウチは扁平な袋の他に、起立可能な
スタンディングパウチが実用化されている。しかし、スタンディングパウチであったとし
ても、素材が可撓性の材料でできているため、電子レンジで加熱している最中に倒れてし
まう可能性を含んでいる。このことから、レトルトパウチを起立した状態で保持するため
の支持具が提案されている（特許文献２、３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－８５５７９号公報
【特許文献２】特開２００１－２３３３５６号公報
【特許文献３】特開２００３－２９２０６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　食習慣も多様化している今日、場所を選ばずに手軽に喫食できる袋詰めの食品の商品展
開が多様化する傾向にある。
【０００７】
　本発明の目的は、袋詰め食品に関して新たな喫食方法を提供することのできる食品入り
密封袋を収容するための紙製の外装箱を提供することにある。
【０００８】
　本発明の更なる目的は、従来から食品入り密封袋の外装のために一般的に用いられてき
た紙製の外装箱に対する付加的な機能として喫食時の食器としての機能を付与することの
できる、食品入り密封袋を収容するための紙製の外装箱を提供することにある。
【０００９】
　本発明の更なる目的は、従来から食品入り密封袋の外装のために一般的に用いられてき
た紙製の外装箱に対する付加的な機能として電子レンジで加熱する際にパウチを起立状態
に保持する支持具としての機能を付与することのできる、食品入り密封袋を収容するため
の紙製の外装箱を提供することにある。
【００１０】
　本発明の更なる目的は、レトルトパウチの外装箱として一般化している紙製の且つ扁平
な直方体形状の箱の基本設計を変更することなく、上述した食器としての機能及び支持具
としての機能を付与することのできる、食品入り密封袋を収容するための紙製の外装箱を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の技術的課題は、本発明の第一の観点によれば、図１から図１６を参照して、
　正面(1a)及び背面(1b)を含む６つの面を備えた直方体形状の且つ食品入り密封袋を収容
するための紙製の外装箱(1)において、
　前記外装箱(1)を第１、第２のハーフ(2,3)に二分割することのできる弱化線(4)と、
　前記第１のハーフ(2)又は第２のハーフ(3)の開口(5)に対抗する端面(6)から離間した位
置で全周に亘って延びる周囲折り線(7)と、
　前記正面(1a)及び前記背面(1b)における前記周囲折り線(7)の各端から所定距離内方に
位置する第１の点(P1)と、前記端面(6)の各角部とを結ぶ合計４本の仮想傾斜直線(FL1)で
折り目が形成されるのを誘導する折り目形成誘導手段とを有することを特徴とする食品入
り密封袋を収容するための紙製の外装箱(1)であって、請求項１に係る発明は更に、典型
例の図５１、５２を参照して、前記弱化線を切断して前記第１、第２のハーフを形成した
ときに前記周囲折り線(7)が形成されているハーフ(244)の開口(243)を幅方向に拡大させ
るために前記第１の点(P1)を通る垂線が前記弱化線(4)と交差する点よりも前記外装箱の
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前記正面及び背面における幅方向内方に位置する前記弱化線(4)上の点から前記周囲折れ
線(7)に向けて延びる第１の折り線(242)とを有することによって達成される。また、請求
項２に係る発明は、典型例の図２６や図２７等を参照して、前記第１の点(P1)を通る垂線
が前記弱化線(4)と交差する点よりも前記外装箱の前記正面及び背面における幅方向内方
に位置する前記弱化線(4)上の点と前記第１の点(P1)との間に折り目を形成する第２の折
り線(122)を有することにより達成される。また、請求項３に係る発明は、典型例の図２
６や図２７等を参照して、前記弱化線(4)を切断して前記第１、第２のハーフを形成した
ときに前記周囲折り線(7)が形成されているハーフの開口を幅方向に拡大させるために前
記第１の点(P1)を通る垂線が前記弱化線(4)と交差する点よりも前記外装箱の前記正面及
び背面における幅方向外方に且つ前記外装箱の前記正面及び前記背面の前記弱化線の端よ
りも内方に位置する前記弱化線(4)上の点と前記第１の点(P1)との間に折り目を形成する
第３の折り線(121)を有することにより達成される。また、請求項４に係る発明は、典型
例の図３５、図３６を参照して、前記第１の点(P1)を通る垂線が前記弱化線(4)と交差す
る点と前記第１の点(P1)との間に亘って延び且つ前記正面及び前記背面において幅方向内
方側と外方側に向けて湾曲した第１、第２の曲線の折り目を形成する第４、第５の折り線
(161、162)とを有することにより達成される。また、請求項５に係る発明は、典型例の図
４３、図４４を参照して、前記弱化線(4)を切断して前記第１、第２のハーフを形成した
ときに前記周囲折り線(7)が形成されているハーフの開口を幅方向に拡大させるために前
記第１の点(P1)を通る前記弱化線の垂線上に形成され且つ前記第１の点(P1)から前記弱化
線(4)に向けて延びる第６の折り線(201)と、該第６の折り線(201)が前記第１の点(P1)か
ら前記弱化線(4)に向かう途中で分岐して、前記第１の点(P1)を通る垂線が前記弱化線(4)
と交差する点よりも前記外装箱の前記正面及び前記背面において幅方向内方側と外方側の
弱化線(4)上の２つの交点に、夫々、達する第１、第２の分岐折り線(202,202)とを有する
ことにより達成される。
【００１２】
　上記の技術的課題は、本発明の第二の観点によれば、図１９から図２１を参照して、
　(1a)及び背面(1b)を含む６つの面を備えた直方体形状の且つ食品入り密封袋を収容する
ための紙製の外装箱(1)において、
　前記外装箱(1)を第１、第２のハーフ(2,3)に二分割することのできる弱化線(4)と、
　前記第１のハーフ(2)又は第２のハーフ(3)の開口(5)に対抗する端面(6)から離間した位
置で全周に亘って延びる周囲折り線(7)と、
　前記正面(1a)及び前記背面(1b)における前記周囲折り線(7)の各端から所定距離内方に
位置する交点(P1)と、前記端面(6)の各角部とを結ぶ合計４本の曲線からなる弱化線又は
切断線(12)とを有することを特徴とする食品入り密封袋を収容するための紙製の外装箱を
提供することにより達成される。
【００１３】
　第一の観点による発明について以下に説明する。図１は外装箱の展開図であり、図２は
外装箱の斜視図である。外装箱(1)は、６面を備えた立方体形状を有し、図示の例は、レ
トルトパウチを収容するための従来から周知の比較的扁平な紙製の箱である。図２を参照
して弱化線(4)に沿って切断することにより、外装箱(1)を半割りして２つのハーフ(2)、(
3)にすることができ、また、これにより外装箱(1)に収容されていた図外の密封袋を取り
出すことができる。
【００１４】
　密封袋には食品が収容されている。この食品は調理済み食品であってもよいし、電子レ
ンジで加熱することで調理できる半食品であってもよいし、密封袋を開封して、袋の中に
所定量のミルクや生卵を入れてスプーンで攪拌することにより食品になる半食品であって
もよい。
【００１５】
　したがって、密封袋は、半食品を含む広義の食品を収容して密封することのできる袋で
あり、その典型例がレトルトパウチである。この密封袋は、扁平な形状を有していてもよ
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いし、スタンディングパウチのように起立性を有していてもよい。
【００１６】
　図３に図示のハーフ(2)を、その周囲折り線(7)及び典型例として仮想傾斜直線(FL1)上
の第２の折り線(実施例の参照符号８)に従って図４、図５に図示のように折り目を付ける
ことにより形成される有底箱(22)は、図６に図示ように、細長い長方形の端面(6)（図２
）を幅方向に拡大した底(20)の両端に一対の底フラップ(21)、(21)を有する。すなわち、
有底箱(22)は幅方向及び長手方向に拡大された座面を備え且つ大きく口を開けた開口(23)
を備えている（図６）。勿論、上記仮想傾斜直線(FL1)上の第２の折り線は、これに代え
て切断線であってもよいし弱化線であってもよい。
【００１７】
　有底箱(22)は、密封袋が調理済みカレーを収容したレトルトパウチであれば、このレト
ルトパウチを有底箱(22)に入れて電子レンジで加熱することで、レトルトパウチを起立し
た状態に保持する支持具として有底箱(22)を機能させることができる。
【００１８】
　また、電子レンジから取り出す際に、レトルトパウチを収容した有底箱(22)は、この有
底箱(22)が紙製であるため、断熱性を備えていることから素手で電子レンジから取り出す
ことができる。
【００１９】
　また、この状態で、レトルトパウチの上端部を切り取ってレトルトパウチを開封したと
きには、有底箱(22)を素手で把持しながら又は有底箱(22)をテーブルの上に置いた状態で
、レトルトパウチの内容物をスプーンなどを使って喫食することができる。したがって、
有底箱(22)を一種の食器として機能させることができる。
【００２０】
　このことは、外装箱(1)から取り出した密封袋を開封するだけで喫食できる食品に関し
ても、有底箱(22)を作った後に、開封した袋を有底箱(22)に入れることで、有底箱(22)を
把持しながら又は有底箱(22)をテーブルの上に置いた状態で袋の中の内容物をスプーンや
フォークなどを使って喫食することができる。勿論のことであるが、密封袋を有底箱(22)
に入れた後に開封してもよいことは言うまでもない。
【００２１】
　また、図２に記載した横幅130mm×縦幅160mm×奥行き25mmは従来から周知の扁平な外装
箱の寸法であるが、このような外装箱に対して本発明を適用したときには、外装箱の基本
的な構成やこれを作る装置の基本構成をそのまま使って、これに、弱化線(4)、周囲折り
線(7)などを付加するだけで本発明に従う外装箱(1)を作ることができる。
【００２２】
　外装箱(1)を２つのハーフ(2)、(3)に分割するための弱化線(4)は、図１、図２などから
理解できるように２本の互いに隣接して平行に延びる弱化線(4)、(4)によって形成される
ジッパー(図２２の符号２４)であってもよい。また、従来から周知のミシン目で構成して
もよい（図７）。勿論、弱化線(4)は必ずしも直線でなくてもよく、アーチ状、波形、ノ
コギリ歯状など任意の形状を採用することができ、そして、この弱化線(4)の形状によっ
て、有底箱(22)の開口縁に視覚的な面白さを提供することができる。
【００２３】
　図８を参照して、ハーフ(2)又は(3)を使って幅方向及び長手方向に拡大した座面を形成
する方法の基本的な考え方を説明する。外装箱(1)の正面(1a)及び背面(1b)の各々におい
て、２つ角隅部の矩形領域Ｓ１が底フラップ(21)を形成する部分であり、２つの角隅領域
Ｓ１、Ｓ１で挟まれた中間領域Ｓ２が幅方向に拡大した座面を作る部分である。したがっ
て、角隅領域Ｓ１と中間領域Ｓ２とを分けて考えることができる。
【００２４】
　先ず、周囲折り線(7)は、仮想傾斜直線(FL1)が交わる交点(P1)よりも外側の折り線部分
(7a)と、左右の交点(P1,P1)との間の中央の折り線部分(7b)とに分けて考えることができ
る。ここに、周囲折り線(7)における外側の折り線部分(7a)と、交点(P1)の垂線(H)とで囲
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まれた領域が角隅領域(S1)であり、周囲折り線(7)における中央の折り線部分(7b)と左右
の垂線(H,H)で囲まれた領域が中間領域(S2)である。上述したように、角隅領域(S1)は底
フラップ(21)を形成する領域であるから、この底フラップ(21)を他の座面と同じ平面上に
形成するには、外側の折り線(7a)は、外装箱の端面(6)と平行であるのがよく、したがっ
て、最も好ましくは角隅領域(S1)が四角形であるのがよい。そして、ハーフ(2)又は(3)を
操作したときに角隅領域(S1)において仮想傾斜直線(FL1)に沿った折り目が出来るように
折り目形成誘導手段を設ければよい。
【００２５】
　折り目形成誘導手段の典型例は、仮想傾斜直線(FL1)上に折り線、弱化線、切断線を設
けることであるが、この折り線や弱化線などは、仮想傾斜直線(FL1)の全長に亘って延び
ている必要はなく部分的であってもよい。例えば交点(P1)に接する仮想傾斜直線(FL1)上
において、交点(P1)の近傍だけに折り線などを設けてもよい。
【００２６】
　図９～図１４は折り目形成誘導手段の幾つかの例Ａ１～Ａ６を示す。図９は、交点Ｐ１
から上方に延びる折り線、弱化線、切断線Ａ１を示す。図１０は、交点Ｐ１から斜め内方
に延びる折り線、弱化線、切断線Ａ２を示す。図１１は、交点Ｐ１を一つの頂点する空所
Ａ３を示す。図１２は、交点Ｐ１からＶ字状に延びる折り線、弱化線、切断線Ａ４を示す
。図１３は、交点Ｐ１からＶ字状に延びる折り線、弱化線、切断線に追加して上方に延び
る折り線、弱化線、切断線を有する折り目形成誘導手段Ａ５を示す。図１４は、交点Ｐ１
から二重のＶ字状に延びる折り線、弱化線、切断線Ａ６を示す。
【００２７】
　中間領域(S2)は幅方向に拡大した座面を形成するための領域であるが、周囲折り線(7)
の中央の折り線部分(7b)は、外装箱の端面(6)と平行に延びる直線であってよいしアーチ
状の曲線であってもよい。例えば、中央の折り線部分(7b)を上方に向けて凸（端面(6)と
は反対側に向けて凸）をなすアーチ状の曲線で構成した場合は、外方に向けて凸のアーチ
状の輪郭を有する座面を形成することができる。
【００２８】
　図１５～図２１は、ハーフ(2)又は(3)から作る有底箱(22)の底の作り方の幾つかの代表
例を例示するものである。
【００２９】
　図１５、図１６に示すように、周囲折り線(7)に関して点(P1)よりも外側の折り線部分
を弱化線又は切断線(11)で構成した例を示し、これにより仮想傾斜直線(FL1)に折り線な
どを特に設けなくても、仮想傾斜直線(FL1)で折れ目を形成するのを誘導することができ
るだけでなく、有底箱(22)の底フラップ(21)を扁平に折り畳むのが容易になる。
【００３０】
　図１７、図１８に示すように、周囲折り線(7)を挟んで端面(6)とは反対側の領域つまり
角隅領域(S1)及び／又は中間領域(S2)とは反対側において、交点(P1)を頂点とする空所(1
0)を形成してもよい。交点(P1)を頂点とする空所(10)と外装箱の角(P2)によって、上述し
たように、仮想傾斜直線(FL1)に折り線などを特に設けなくても、空所(10)によって、点(
P1)と外装箱の角(P2)とを結ぶ仮想傾斜直線(FL1)で折り目を形成するのを誘導する折り目
形成誘導手段を構成することができる。また、周囲折り線(7)を挟んで端面(6)とは反対側
の領域（つまり有底箱(22)の周囲壁を構成する領域）に延びる空所(10)の辺によって周囲
壁の屈曲を誘導することができる（図１８）。
【００３１】
　図１９～図２１は、変形例として、角隅領域(S1)に、交点(P1)と角部(P2)との間に延び
る弱化線又は切断線(12)を設けた例を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】開封した外装箱の一部を使って、拡大した底を備えた有底箱を作る一例の外装箱
の展開図である。
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【図２】図１に図示の外装箱の斜視図である。
【図３】外装箱を２分割して有底箱を作る前のハーフの斜視図である。
【図４】ハーフの折り線に従って有底箱を作る第１段階を説明するための図である。
【図５】ハーフの折り線に従って有底箱を作る最終段階を説明するための図である。
【図６】図１の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図７】外装箱を２分割するための弱化線として一本のミシン目を採用した変形例を説明
するための図である。
【図８】有底箱の底フラップを含む幅方向に拡大した座面を形成する基本的な考え方を説
明するための図である。
【図９】仮想傾斜直線で折り目ができるのを誘導する手段の第１の例を示す図である。
【図１０】仮想傾斜直線で折り目ができるのを誘導する手段の第２の例を示す図である。
【図１１】仮想傾斜直線で折り目ができるのを誘導する手段の第３の例を示す図である。
【図１２】仮想傾斜直線で折り目ができるのを誘導する手段の第４の例を示す図である。
【図１３】仮想傾斜直線で折り目ができるのを誘導する手段の第５の例を示す図である。
【図１４】仮想傾斜直線で折り目ができるのを誘導する手段の第６の例を示す図である。
【図１５】開封した外装箱の一部を使って、拡大した底を備えた有底箱を作る第２の例の
外装箱の展開図である。
【図１６】図１５に図示の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図１７】開封した外装箱の一部を使って、拡大した底を備えた有底箱を作る第３の例の
外装箱の展開図である。
【図１８】図１７に図示の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図１９】開封した外装箱の一部を使って、拡大した底を備えた有底箱を作る第４の例の
外装箱の展開図である。
【図２０】図１９に図示の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図２１】図２０の有底箱を上下逆さまにした図である。
【図２２】第１参考例の外装箱の展開図である。
【図２３】第１参考例の外装箱の斜視図である。
【図２４】上下逆さまにした状態の、第１参考例の外装箱から作った有底箱の斜視図であ
る。
【図２５】第１参考例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図２６】第１実施例の外装箱の展開図である。
【図２７】第１実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図２８】第２実施例の外装箱の展開図である。
【図２９】第２実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図３０】第３実施例の外装箱の展開図である。
【図３１】第３実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図３２】図３１の有底箱を上下逆さまにした図である。
【図３３】第４実施例の外装箱の展開図である。
【図３４】第４実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図３５】第５実施例の外装箱の展開図である。
【図３６】第５実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図３７】第６実施例の外装箱の展開図である。
【図３８】第６実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図３９】第２参考例の外装箱の展開図である。
【図４０】第２参考例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図４１】第７実施例の外装箱の展開図である。
【図４２】第７実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図４３】第８実施例の外装箱の展開図である。
【図４４】第８実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図４５】第３参考例の外装箱の展開図である。
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【図４６】第３参考例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図４７】第４参考例の外装箱の展開図である。
【図４８】第４参考例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図４９】第９実施例の外装箱の展開図である。
【図５０】第９実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図５１】第１０実施例の外装箱の展開図である。
【図５２】第１０実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図５３】第５参考例の外装箱の展開図である。
【図５４】第５参考例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図５５】第１１実施例の外装箱の展開図である。
【図５６】第１１実施例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図５７】第６参考例の外装箱の展開図である。
【図５８】第６参考例の外装箱から作った有底箱の斜視図である。
【図５９】第７参考例の外装箱の展開図である。
【図６０】第７参考例の外装箱の斜視図である。
【図６１】第７参考例の外装箱から作った有底箱及び蓋の斜視図である。
【図６２】第１２実施例の外装箱の展開図である。
【図６３】第１２実施例の外装箱から作った有底箱及び蓋の斜視図である。
【図６４】第８参考例の外装箱の展開図である。
【図６５】第８参考例の外装箱から作った蓋フラップ付き有底箱の斜視図である。
【図６６】第９参考例の外装箱の展開図である。
【図６７】第９参考例の外装箱から作った蓋フラップ付き有底箱の斜視図である。
【実施例】
【００３３】
　以下に、添付の図面に基づいて本発明の好ましい実施例を説明する。以下の実施例の説
明において、上述した図１～図２１で説明した要素と同じ要素には同じ参照符号を付すこ
とにより、その説明を省略するが、底フラップ２１を備え且つ幅方向に拡大した底２０の
作り方に関しては図１～図２１の教示に従って上述の幾つかの作り方のうち任意の作り方
を適用できる。従って以下の実施例で図示した底の作り方は単なる一例であると理解され
たい。また、外装箱を二分割するための弱化線４に関しても同様に各実施例で図示した弱
化線４は単なる例示であり、互いに平行に延びる二本の弱化線４、４からなるジッパーで
あってよいし、１本の弱化線４で構成してもよく、また、この弱化線４は直線状に延びて
いてもよいし、ジグザグなど任意の形状で延びていてもよい。
【００３４】
　第１参考例（図２２～図２５）：
　第１参考例の外装箱１１０にあっては、その正面１１０ａと背面１１０ｂにおいて、外
装箱１１０を２つに分割するための弱化線４と、周囲折り線７との間に、平行に延びる直
線からなる一対の縦折り線１１１、１１１を有し、各縦折り線１１１は、上述した仮想傾
斜直線(FL1)上の第２の折り線８が周囲折り線７と交わる点Ｐ１に接続されている（図２
２、図２３）。各縦折り線１１１は、必ずしも周囲折り線７又は弱化線４に接続されてい
なくてもよい。すなわち、各縦折り線１１１の下端が周囲折り線７に接続されていなくて
もよく、及び／又は、上端が弱化線４に接続されていなくてもよい。
【００３５】
　これにより、第１参考例の外装箱１１０から作ることのできる有底箱１１２（図２４、
図２５）は略正方形の開口１１３を備えることができ、開封したパウチＰの内容物を喫食
するのが容易となる。図２５の参照符号Ｓはスプーンである。
【００３６】
　第１実施例（図２６、図２７）：
　第１実施例の外装箱１２０にあっては、その正面１２０ａと背面１２０ｂにおいて、外
装箱１２０を２つに分割するための弱化線４と、周囲折り線７との間に、一対のＶ字状に
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延びる第１、第２の直線からなる傾斜折り線１２１、１２２を有し、各傾斜折り線１２１
、１２２は、第２の折り線８が周囲折り線７と交わる点Ｐ１に接続されている（図２６）
。各傾斜折り線１２１、１２２は、必ずしも周囲折り線７及び／又は弱化線４に接続され
ていなくてもよい。すなわち、各傾斜折り線１２１、１２２の下端が周囲折り線７に接続
されていなくてもよく、及び／又は、上端が弱化線４に接続されていなくてもよい。
【００３７】
　これにより、第１実施例の外装箱１２０から作ることのできる有底箱１２３（図２７）
は略正八角形の開口１２４を備えることができる。
【００３８】
　第２実施例（図２８、図２９）：
　この第２実施例は、上記第１実施例の変形例でもある。第２実施例の外装箱１３０にあ
っては、Ｖ字状に延びる第１、第２の傾斜折り線１２１、１２２に隣接して且つ対応する
第２の折り線８が周囲折り線７と交わる点Ｐ１に接続された第１、第２の付加的な傾斜折
り線１３１、１３２が設けられている。
【００３９】
　この第２実施例においても、第１、第２の付加的な傾斜折り線１３１、１３２は、必ず
しも周囲折り線７及び／又は弱化線４に接続されていなくてもよい。すなわち、各付加的
な傾斜折り線１３１、１３２の下端が周囲折り線７に接続されていなくてもよく、及び／
又は、上端が弱化線４に接続されていなくてもよい。
【００４０】
　これにより、第１実施例の外装箱１２０と実質的に同じような略正八角形の開口１３３
を備えた有底箱１３４（図２９）を作ることができる。
【００４１】
　第３実施例（図３０～図３２）：
　この第３実施例も、上記第１実施例の変形例でもある。第３実施例の外装箱１４０にあ
っては、Ｖ字状に延びる第１、第２の傾斜折り線１２１、１２２の真ん中に、周囲折り線
７と直交する方向に延びる付加的な鉛直折り線１４１が設けられ、この鉛直折り線１４１
は、弱化線４及び／又は周囲折り線７に接続されているが、必ずしも周囲折り線７及び／
又は弱化線４に接続されていなくてもよい。なお、この第３実施例では、図８などを参照
して説明した弱化線又は切断線１２を例示している。
【００４２】
　これにより、第１実施例の外装箱１２０よりも角の多い多角形の開口１４２を備えた有
底箱１４３（図３１）を作ることができる。
【００４３】
　第４実施例（図３３、図３４）：
　上述した第１～第３の実施例と第１参考例にあっては、弱化線４と周囲折り線７との間
に付加した折り線１１１、１２１、１２２、１３１、１３２、１４１が全て直線で構成さ
れているが、これらの一部又は全部を曲線で構成してもよいことを例示するのが、この第
４実施例である。
【００４４】
　すなわち、第４実施例の外装箱１５０は、その正面１５０ａと背面１５０ｂにおいて、
外装箱１５０を２つに分割するための弱化線４と、周囲折り線７との間に、一対のＵ字状
に延びる第１、第２の曲線からなる放物線状の折り線１５１、１５２を有し、各放物線状
の折り線１５１、１５２の下端は、第２の折り線８が周囲折り線７と交わる点Ｐ１に接続
されている（図３３、図３４）。他方、第１、第２の放物線状の折り線１５１、１５２の
上端は互いに離間した状態で弱化線４に接続されている。第２の折り線８は任意である。
【００４５】
　各放物線状の折り線１５１、１５２は、必ずしも周囲折り線７及び／又は弱化線４に接
続されていなくてもよい。すなわち、各放物線状の折り線１５１、１５２の下端が周囲折
り線７に接続されていなくてもよく、及び／又は、各放物線状の折り線１５１、１５２の
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上端が弱化線４に接続されていなくてもよい。
【００４６】
　これにより、第４実施例の外装箱１５０から作ることのできる有底箱１５３（図３４）
は略正八角形の開口１５４を備えることができる。
【００４７】
　第５実施例（図３５、図３６）：
　上述した第４実施例と同様に、この第５実施例の外装箱１６０にあっても、その正面１
６０ａと背面１６０ｂにおいて上下に延びる第１、第２の曲線からなる折り線１６１、１
６２で構成されているが、この第５実施例にあってはアーチ状の折り線が採用されており
、第１、第２のアーチ状折り線１６１、１６２の上端が一点で弱化線４に接続されている
点で第４実施例とは異なっている。
【００４８】
　これにより、第５実施例の外装箱１６０から作ることのできる有底箱１６３（図３６）
は略正方形の開口１６４を備えており、また、その上下方向高さの中間部分は、上記第１
、第２のアーチ状折り線１６１、１６２によって八角形の断面を有し、そして、この断面
八角形の断面形状は側壁の高さ位置によって変化している。
【００４９】
　この第５実施例にあっても、各アーチ状折り線１６１、１６２は、必ずしも周囲折り線
７及び／又は弱化線４に接続されていなくてもよい。すなわち、各アーチ状折り線１６１
、１６２の下端が周囲折り線７に接続されていなくてもよく、及び／又は、各アーチ状折
り線１６１、１６２の上端が弱化線４に接続されていなくてもよい。
【００５０】
　第６実施例（図３７、図３８）：
　上述した第４、第５実施例では、上下に延びる折り線として、一対の放物線又はアーチ
状の折り線１５１、１５２（１６１、１６２）を提案するものであるが、この第６実施例
の外装箱１７０にあっては、周囲折り線７と弱化線４との間において上下方向に延びる折
り線に関して、Ｓ字状に延びる曲線からなる折り線１７１で構成されている。
【００５１】
　この第６実施例の外装箱１７０によれば、略矩形の開口１７２を備えた有底箱１７３（
図３８）を形成することができ、また、その周囲壁の形状の面白さを提供できるが、有底
箱１７３の開口１７２を多角形にしたいのであれば、弱化線４に接して又はその近傍に縦
方向に延びる付加的な縦折り線１７４を追加すればよい。この縦折り線１７４は正面１７
０ａ、背面１７０ｂにおいて各１本設けてもよいし複数本設けてもよい。
【００５２】
　第２参考例（図３９、図４０）：
　この第２参考例の外装箱１８０は、隣接する第２の折り線８と周囲折り線７との隣接す
る交点同士を互いに他の折り線１８１（図３９）で連結することで、図４０から分かるよ
うに、捻れ形状の有底箱１８２を形成することを提案するものである。
【００５３】
　上記他の折り線１８１は、隣接する第２の折り線８、８と周囲折り線７との隣接する交
点Ｐ１を２つの頂点とした三角形を作ることのできる第１、第２の直線からなる傾斜した
折り線１８１ａ、１８１ｂで構成されている。これに加えて任意であるが、この第１、第
２の直線の折り線１８１ａ、１８１ｂの交点から弱化線４まで延びる互いに平行に延びる
第３の傾斜した折り線１８３を有しており、この第３の傾斜した折り線１８３はこの第２
参考例では直線で構成されている。
【００５４】
　この第２参考例の外装箱１８０による有底箱１８２（図４０）は、略正方形の開口１８
４を有し且つ側壁に捻りを加えた形状を備えている。勿論、第３の傾斜した折り線１８３
は、その上端が弱化線４に接していなくてもよい。また、第３の傾斜した折り線１８３は
、その下端が、第１、第２の折り線１８１ａ、１８１ｂの交点に接していなくてもよい。
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【００５５】
　第７実施例（図４１、図４２）：
　この第７実施例は上記第２参考例の変形例でもある。図４１は第７実施例の外装箱１９
０の展開図であるが、この図４１から分かるように、上記の他の折り線１８１は、この第
７実施例で例示するように、下方に向けて凸の曲線１９１ａ、１９１ｂで構成してもよい
（図４１）。また、図４１から分かるように、第３の傾斜した折り線１８３も下方に向け
て凸の曲線で構成してもよい。
【００５６】
　これにより、第７実施例による有底箱１９２は第２参考例よりも一層捻れを増した形状
となる。なお、この第７実施例や前記第２参考例では、略正方形の開口１８４、１９３を
備えているが、これを例えば六角形にするのであれば、図３７、図３８を参照して説明し
た第６実施例のように、付加的な縦折り線１７４を追加すればよい。
【００５７】
　以上、様々な有底箱の形状を例示したが、上述した要素は様々に組み合わせることも可
能であり、これにより種々の形態の異なる有底箱を作ることができる。その例示として図
４３以降の実施例を以下に説明する。
【００５８】
　第８実施例（図４３、図４４）：
この第８実施例の外装箱２００は、正面２００ａ及び背面２００ｂの各々において、左右
一対の下部の鉛直折り線２０１と、左右一つの上部のＵ字状の折り線２０２との組み合わ
せを示すが、このＵ字状の折り線２０２の代わりにＶ字状の折り線であってよい。これに
よれば上部の断面及び開口２０３が八角形であり且つ下部の断面が四角形の有底箱２０４
を作ることができる。
【００５９】
　第３参考例（図４５、図４６）：
　この第３参考例の外装箱２１０は、正面２１０ａ及び背面２１０ｂの各々において、一
つのＵ字状の上部折り線２１１と各Ｕ字状上部折り線２１１から傾斜して延びる下部傾斜
折り線２１２との組み合わせを示す。正面２１０ａ及び背面２１０ｂにおいて、左右一対
の傾斜折り線２１２は上方に向かうにしたがって先細りとなるように傾斜している。これ
によれば開口２１３の互いに対抗する部位にＵ字状上部折り線２１１によって形成される
一対の窪みを備えた有底箱２１４（図４６）を作ることができる。
【００６０】
　第４参考例（図４７、図４８）：
この第４参考例の外装箱２２０は、第１参考例（図２２～図２５）の変形例として例示し
てあるが、特に第１参考例に限定されない。この第４参考例の外装箱２２０は、正面２２
０ａ、背面２２０ｂの左右一対の縦折り線１１１のうち一方の縦折り線１１１の上端部に
Ｖ字状の折り線２２１が追加してある（図４７）。このＶ字状の折り線２２１はＵ字状で
あってもよい。
【００６１】
　このように追加のＶ字又はＵ字状の折り線２２１を追加することにより、有底箱２２２
の開口２２３の一部に窪みを形成することができ（図４８）、これにより有底箱２２２の
一部の角部に形態にアクセントを付けることができる。
【００６２】
　第９実施例（図４９、図５０）：
　この第９実施例の外装箱２３０は、正面２３０ａ、背面２３０ｂの夫々において、左右
で異なる折り線を入れることにより開口２３１の形態に面白さを与えることを意図してい
る。具体的には図５０から分かるように開口２３１をハート型にする例としてこの第９実
施例の外装箱２３０を提案するものである。
【００６３】
　外装箱２３０は、正面２３０ａ及び背面２３０ｂにおいて左右に異なる折り線が入れて
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ある。図示の例で言えば、左側に、弱化線４と周囲折り線７との間に延びる鉛直折り線２
３２と、この鉛直折り線２３２の途中から上方に向けてＶ字に延びる第１のＶ字折り線２
３３との組み合わせの折り線が設けられ、右側に、弱化線４と周囲折り線７との間に第２
のＶ字折り線２３４と、弱化線４から下方に途中まで垂下する鉛直短折り線２３５との組
み合わせの折り線が設けられている。
【００６４】
　上記の構成において図５０に図示のように折ることにより、ハート型の開口２３１を備
えた有底箱２３６を形成することができる。
【００６５】
　第１０実施例（図５１、図５２）：
　第１０実施例の外装箱２４０は、周囲折り線７と各第２の折り線８との交点から鉛直に
途中まで上方に延びる第１の鉛直短折り線２４１と、正面２４０ａ、背面２４０ｂにおい
て弱化線４の中央から鉛直に途中まで垂下する第２の鉛直短折り線２４２とを有する。こ
れにより、六角形の開口２４３を備えた有底箱２４４（図５２）を作ることができる。
【００６６】
　第５参考例（図５３、図５４）：
　第５参考例の外装箱２５０は、周囲折り線７と弱化線４との間に、周囲折り線７と各第
２の折り線８との交点Ｐ１から鉛直に上方に直線状に延びる下部短折り線２５１と、弱化
線から鉛直に下方に直線状に延びる上部短折り線２５２と、上下の短折り線２５１、２５
２に挟まれた縦長の略楕円状の折り線２５３との組み合わせが採用されており、これによ
り、略正方形の開口２５４を備え且つ上下方向中央部分の角部が窪んだ形態の有底箱２５
５（図５４）を作ることができる。
【００６７】
　第１１実施例（図５５、図５６）：
　第１１実施例は、図１６、図１７を参照して前述した空所１０を設ける場合に、折り線
の入れ方に関して例示するものである。図５５に図示の第１１実施例の外装箱２６０から
理解できるように、正面２６０ａ、背面２６０ｂにおいて、第２折り線８と周囲折り線７
との交点Ｐ１を一つの頂点として空所１０を設けた場合に、弱化線４と周囲折り線７との
間の折り線、この実施例では鉛直折り線２６１とＶ字状の折り線２６２の下端を空所１０
に接した状態又は近接して設けるのがよい。これにより、第２折り線８及び周囲折り線７
に沿って折ることで有底箱２６３の底の辺を構成する周囲折り線７の折り目を角張らせた
状態で有底箱２６３（図５６）を作るのが容易となり、底フラップ２１を含めた有底箱２
６３の底面を平坦にするのが容易となる。すなわち、座りの良い有底箱２６３を作ること
ができる。
【００６８】
　如上の第１～第１１の実施例から分かるように、有底箱１１２、１２３などの周囲壁の
折り目を付けるための折り線１１１、１２１などを交点Ｐ１に接しさせることにより、角
隅領域Ｓ１（図８）における仮想傾斜直線に沿って折り目が形成されるのを誘導する折り
目形成手段を構成することができる。したがって、例えば第１参考例において縦折り線１
１１を交点Ｐ１に接しさせたときには、第２折り線８を省いてもよいし、逆に、角隅領域
Ｓ１において第２折り線８などを設けたときには、有底箱１１２、１２３などの周囲壁の
折り目を付けるための折り線１１１、１２１などの下端を交点Ｐ１に接続しなくてもよい
。
【００６９】
　第６参考例（図５７、図５８）：
　前述した第１～第１１実施例では、全て平面視長方形の外装箱を縦方向に２分割する例
を図示してあるが、これらの変形例として第６参考例として挙げる外装箱２７０は、図５
７、図５８から分かるように、横方向に２分割して有底箱２７１を形成するようにしてあ
る。この有底箱２７１の開口２７２は、第１実施例に比べて大きな開口を備えているのは
勿論である。
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【００７０】
　なお、図５７、図５８の例は、前述した第１参考例と実質的に同じ構成であるので、第
１参考例の外装箱１１０と実質的に同じ要素には同一の参照符号を付して、その説明を省
略する。勿論、第１～第１１実施例においても、この第６参考例の考えに従って外装箱を
横方向に２分割してもよいことは言うまでもない。
【００７１】
　第７参考例（図５９～図６１）：
　この第７参考例は、一つの外装箱から有底箱を作ると共に蓋を作る提案である。具体的
には、第７参考例の外装箱２８０によって、第１参考例を例示した有底箱１１２（図２５
）の開口１２３の中に挿入可能な蓋２８１を作ることができる。外装箱２８０は、有底箱
１１２を形成するための周囲折り線７、第２の折り線８、折り線１１１（図２２、図２３
）を形成した部分とは弱化線４を挟んで反対側に、第２の折り線８と実質的に同じ第３の
折り線２８２が形成されており、また、周囲折り線７（これを第１周囲折り線と呼ぶ）と
実質的の同じ第２周囲折り線２８３が形成され、また、折り線１１１と実質的に同じ折り
線１１１が形成されている。
【００７２】
　第２周囲折り線２８３は、正面２８０ａ、背面２８０ｂの各々に関して、左右の第３折
り線２８２、２８２で挟まれた部分が水平方向に延びる中央横方向折り線２８３ａで構成
されている。この横方向折り線２８３ａは、前述した第１の周囲折り線７の対応する部分
と共通である。しかし、第２周囲折り線２８３の左右の外側部分は、第１の周囲折り線７
とは異なり、傾斜した外側折り線２８３ｂで構成され、これにより、蓋２８１の側壁２８
４の周囲長さが、有底箱１１２の側壁の周囲長さよりも小さくなるように設計されている
。
【００７３】
　これにより、図６１から理解できるように、有底箱１１２の開口１１３の中に、蓋２８
１の側壁２８４を挿入することができ、したがって、パウチＰの中身の一部が残ったとき
や喫食中に何かの用事で喫食を中止したときには、同じ外装箱２８０から作った蓋２８１
を有底箱１１２に挿入することで衛生を保つことができる。
【００７４】
　第１２実施例（図６２、図６３）：
この第１２実施例は、上述した第７参考例と同様に、一つの外装箱から有底箱を作ると共
に蓋を作る提案である。具体的には、第１２実施例の外装箱２９０によって、図５５、図
５６を参照して説明した第１１実施例の有底箱２６３の開口１２４の中に挿入可能な蓋２
９１を作ることができる。外装箱２９０は、有底箱２６３を形成するための周囲折り線７
、第２の折り線８、鉛直折り線２６１、Ｖ字状折り線折り線２６２を形成した部分とは弱
化線４を挟んで反対側に、第２の折り線８と実質的に同じ第３の折り線２９２が形成され
ており、また、周囲折り線７（これを第１周囲折り線と呼ぶ）と実質的の同じ第２周囲折
り線２９３が形成され、また、鉛直折り線２６１及びＶ字状折り線２６２と同じ折り線が
形成されている。
【００７５】
　第２周囲折り線２９３は、上述した第７参考例と同様に、正面２９０ａ、背面２９０ｂ
の各々に関して、左右の第３折り線２９２、２９２で挟まれた部分が水平方向に延びる中
央横方向折り線２９３ａで構成されている。この横方向折り線２９３ａは、前述した第１
の周囲折り線７の対応する部分と共通である。しかし、第２周囲折り線２９３の左右の外
側部分は、第１の周囲折り線７とは異なり、傾斜した外側折り線２９３ｂで構成され、こ
れにより、蓋２９１の側壁２９４の周囲長さが、有底箱１１２の側壁の周囲長さよりも小
さくなるように設計されている。これにより、図６３から理解できるように、有底箱２６
３の開口の中に、蓋２９１の側壁２９４を挿入することができる。
【００７６】
　当業者であれば理解できるように、如上の第７参考例及び第１２実施例から第２周囲折
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１の周囲長さを相対的に小さくすることで有底箱１１１、２６３の中に挿入可能な蓋２８
１、２９１を作る手法は、前述した他の殆ど実施例に適用可能である。
【００７７】
　第８参考例（図６４、図６５）：
　この第８参考例は、有底箱に蓋フラップを一体に形成する手法を例示するものである。
具体的には、第８参考例の外装箱３００は、第１参考例の横方向に延びる弱化線４の一部
を変形させることで蓋フラップ３０１を形成する手法を開示するものであるが、それ以外
に、周囲折り線７の外側部分に追加のアーチ状折り線３０２を形成して、有底箱３０３の
周囲折り線７の折り曲げを容易にするようにしてあり、これにより有底箱３０３の底フラ
ップ２１の比較的扁平に折り畳むことができる。
【００７８】
　第９参考例（図６６、図６７）：
　この第９参考例の外装箱３１０は第１実施例（図２６、図２７）の変形例である。この
第９参考例の外装箱３１０は、弱化線４の一部に左右一対のアーチ状部分４ａを有し、ま
た、このアーチ状部分４ａで囲まれた部分に追加の横折り線３１２を有し、また、横方向
に延びる弱化線４から下方に凸となるアーチ状の折り線３１３が形成されている。これに
より有底箱３１４は一対の蓋フラップ３１５を備えることができ、この蓋フラップ３１５
を使って有底箱３１４に蓋をすることができると共に、一対の蓋フラップ３１５の上端部
を指で摘んで持ち運びすることができる。なお、この第９参考例の外装箱３１０に含まれ
る一対の傾斜折り線１２１、１２２を第４実施例（図３３、図３４）のように放物線状の
折り線１５１、１５２で置換してもよい。
【符号の説明】
【００７９】
　　１　外装箱
　　１ａ　正面
　　１ｂ　背面
　　２　第１のハーフ
　　３　第２のハーフ
　　４　弱化線
　　６　外装箱の端面
　　７　周囲折り線
　　７ａ　外側の周囲折り線
　　８　第２の折り線
　　１０　空所
　　１２　曲線で構成された弱化線又は切断線
　　２０　有底箱の底
　　２１　底フラップ
　　２２　有底箱
　　２３　有底箱の開口
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